
蚊媒介感染症に係る
定点モニタリング調査について
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がん感染症疾病対策課
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資料７－２



・平成26年８月、デング熱に国内で感染した患者が、
昭和17年から20年までの間にかけて報告されて
以来、約70年ぶりに報告された

・平成27年に蚊媒介感染症に関する特定感染症予
防指針（国指針）を策定

①平常時からの媒介蚊対策

②国内感染症例を迅速に把握

③発生時の的確な媒介蚊の対策

④重点的に対策を講ずる感染症の指定

デング熱、ジカウイルス感染症、

チクングニア熱

・令和元年に福岡県蚊媒介感染症対応指針を策定

蚊媒介感染症に関するこれまでの経緯
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画像提供：国立感染症研究所昆虫医学部



福岡県蚊媒介感染症対応指針の概要(１)

・指針の基本的な考え方

蚊の発生抑制、早期診断体制を整備
し、平時からの備えを万全にするととも
に、国内感染患者発生時には感染拡大
を防止することを目的とする。

・対象とする感染症

：デング熱、チクングニア熱、

ジカウイルス感染症

・共通する症状

：発熱、頭痛、関節痛、発疹など

・原因となりうる蚊の種類

：ヒトスジシマカ
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画像提供：国立感染症研究所昆虫医学部



福岡県蚊媒介感染症対応指針の概要(２)

・行政機関、関係団体等の役割

蚊や人のサーベイランスによる蚊媒介感染症の迅速な探知、病原体の分析等の取組みを実施するとともに、
市町村及び関係機関等が実施する蚊媒介感染症対策を総合的に推進する。県等

患者発⽣時の積極的疫学調査や保健指導を⾏うとともに、蚊の対策の必要性を検討するなど、地域におけ
る蚊媒介感染症対策の中心的役割を担う。
患者所在地や推定感染地等を管轄する保健所が異なることも想定されることから、関係する保健所間で調
整を⾏い、県等や市町村とも連携して蚊媒介感染症対策を推進する。

保健所

住⺠への普及啓発、蚊の発⽣抑制・駆除の実施等、蚊媒介感染症対策を推進する。市町村

検疫所は、検疫港・検疫空港における蚊の調査結果を県等に提供する。
また、蚊媒介感染症が流⾏している地域への出⼊国者に対する注意喚起、⼊国者の検疫による海外感染患
者の早期探知に努め、県等と相互に連携して蚊媒介感染症対策を推進する。

検疫所

検疫所や県等からの適切な情報を受け、発⽣段階に応じた医療の提供や患者への保健指導が医療機関にお
いて適切に⾏えるよう、県等と連携して必要な情報の提供を⾏い、蚊媒介感染症対策の推進に協⼒する。医師会

蚊媒介感染症にかかっていると疑われる者については、保健所と連携し、早期の探知を図るとともに、必
要に応じて、診断が可能な医療機関に相談するなど、発⽣段階に応じた医療の提供を⾏い、蚊媒介感染症
対策を推進する。
また、患者に対し、血液中に病原体が多く含まれるため蚊が媒介した感染拡大のリスクがある期間（以下
「病原体血症期」という。）中の防蚊対策や献血の回避の重要性に関する保健指導等を⾏い、蚊媒介感染
症対策の推進に協⼒する。

医療機関

利⽤者への注意喚起、蚊の発⽣抑制・駆除の実施を平常時から⾏い、患者発⽣時には、施設の利⽤制限を
検討する等必要な対策を講じる。施設管理者
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福岡県蚊媒介感染症対応指針の概要(３)

・発生段階の考え方
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平常時における目標と対応の考え方

� 平常時の定義

国内感染患者が発生していない段階

� 目標

１蚊の発生を可能な限り抑制

２行政と県民が協力して蚊媒介感染症の発生リスクを低下

３検査・医療体制を整備し、患者発生を早期に探知

� 対応の考え方

１ 国内感染患者の発生に備えて、検査・医療体制の整備を行う

２ 海外感染患者が発生した場合は、感染拡大を防止するために、

海外感染患者への調査と保健指導を適切に行う

３ 蚊の発生抑制（幼虫対策）を実施するとともに、サーベイランス

(継続的な監視)による蚊のモニタリングに努める。

４ 県民・施設管理者への正しい知識の普及啓発に取り組む 6



定点モニタリング調査の概要

� 調査期間: ５月～１０月 (蚊の活動が活発な時期)

� 調査地点: 福岡県内２カ所

� 調査方法

・蚊の採集：二酸化炭素誘引トラップ法 人おとり法

・採集した蚊の分類・同定：専門家による顕微鏡観察
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ヒトスジシマカ：
デング熱、チクングニア
熱、ジカウイルス感染症
の主要な媒介蚊



� 二酸化炭素誘引トラップ法

蚊が二酸化炭素ガスに誘引される性質を利用

してドライアイスから発生する二酸化炭素ガス

に集まってきた成虫を乾電池式の吸引機により

採集する 採集時間：24時間

定点モニタリング調査の実際(１)
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� 人おとり法

1 ヵ所に1 人が立ち、吸血のために飛来する成虫を捕虫網で捕

える 採集時間：８分

蚊に刺される可能性はゼロではないので、個人的防御は必要

定点モニタリング調査の実際(２)
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ヒトスジシマカ
採取数の推移

� 年度によって多少
のばらつきはある
が、蚊の駆除を要
すると判断した事
例はない

� 令和６年：３４

� 令和７年：２９
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地域住民に対する啓発活動(１)

� 県ウェブサイトに毎週掲載
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地域住民に対する啓発活動(２)

夏季を中心にコンビニエンスストア、ショッピ
ングモールに感染症予防等を記載した啓発
リーフレットを配架している


